
令和５年度
動物取扱責任者研修

奈良県
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動物取扱責任者とは

•十分な技術的能力と専門的な知識経験を有する者

•欠格要件に該当しないこと

•事業所ごとに、常勤の職員が当該事業所に専属の
責任者として配置されていること

動物取扱責任者になるためには

•適正な動物の飼養及び保管の方法等に係る重要
事項を顧客へ説明すること（重要事項説明職員の
兼務）

•研修会において得た知識・技術を事業所の他の職
員に指導すること

動物取扱責任者になってからの役割
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令和元年度法改正のおさらい

•犬猫の飼養管理基準

•マイクロチップ制度

営業上の留意事項

•帳簿管理

•定期報告届出

第一種動物取扱業の各種手続き

•第一種動物取扱業の更新

•第一種動物取扱業の変更

目次
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動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する
法律の概要

・平成２４年の動物愛護管理法改正の際に、法施行後５年を経過した場合の見直し条項を規定
特に以下については必要な検討を行うことを規定
①幼齢の犬猫の販売等の制限（販売日齢の規制） ②マイクロチップの装着の義務づけ

改正の背景

動物取扱業のさらなる適正化
動物の不適切な取扱いへの対応の強化

主な改正内容

１ 動物の所有者等が遵守すべき責務規定を明確化

２ 第一種動物取扱業による適正飼養等の促進等
①登録拒否事由の追加
②環境省令で定める遵守基準を具体的に明示

遵守基準：飼養施設の構造・規模、環境の管理、繁殖の
方法等

③動物の販売場所を事業所に限定
④出生後56日（８週）を経過しない犬又は猫の販売等を制限

３ 動物の適正飼養のための規制の強化
①適正飼養が困難な場合の繁殖防止の義務化
②都道府県知事による指導、助言、報告徴収、立入検査等を

規定
③特定動物（危険動物）に関する規制の強化
・愛玩目的での飼養等を禁止
・特定動物の交雑種を規制対象に追加
④動物虐待罪に対する罰則の引き上げ

殺傷：懲役５年､罰金500万円 ← 懲役２年､罰金200万円
虐待・遺棄：懲役１年、罰金100万円 ←罰金100万円

４ 都道府県等の措置等の拡充
①動物愛護管理センターの業務を規定
②動物愛護管理担当職員の拡充
③所有者不明の犬猫の引取りを拒否できる場合を規定

５ マイクロチップの装着等
①犬猫の繁殖業者等にマイクロチップの装着・登録を
義務付ける（義務対象者以外には努力義務を課す）
②登録を受けた犬猫を所有した者に変更届出を義務
付ける

６ その他
①殺処分の方法に係る国際的動向の考慮
②獣医師による虐待の通報の義務化
③関係機関の連携の強化
④地方公共団体に対する財政措置
⑤施行後５年を目途に必要な措置を講ずる検討条項

黒字：令和２年６月１日施行
緑字：令和３年６月１日施行
青字：令和４年６月１日施行

全65条→全99条
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① ケージ等や運動スペース

② 飼養・保管に従業する従業者の員数

（令和３年５月３１日以前に登録した事業所は、令和６年６月１日に完全施行）

③ 飼養・保管環境の管理

④ 動物の疾病等に係る措置

⑤ 動物の展示・輸送の方法

⑥ 動物の繁殖方法（回数、年齢、その他）

⑦ その他

犬猫の飼養管理基準

対象：犬猫を取扱う事業所の方

犬猫の管理の仕方に具体的な数値基準等が定まりました

令和３年６月１日～
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 飼養期間の長短によらず、基本的に分離型のケージの広さ
を満たす必要がある

 飼養期間が長期間（販売・貸出し・展示・譲受飼養業）に

渡る場合は、運動スペースを有する分離型か一体型を満た

し、１日３時間以上運動スペースに犬猫をだすこと

① ケージ等や運動スペース

寝床や休憩場所となるケージ飼育を
想定した基準（ケージ飼養等）

寝床や休息場所
として用いるケー

ジ等
分離型運動
スペース

寝床や休息場所と運動スペースを含
む飼養設備（平飼い等）

運動設備を含む飼養設備
（檻・ケージ等）

運動スペース分離型（分離型） 運動スペース一体型（一体型）
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○ 認められるパターンの例示

・午後３時間運動

・午前２時間＋午後１時間運動

× 認められないパターンの例示

・１日２時間の運動＋客との触れ合い１時間

・１日２時間の運動＋公園や散歩等における運動１時間

１日３時間以上の運動

１日３時間以上、飼養施設の運動スペース内で自由に運動で
きる状態を確保すること
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複数頭を一体型で飼養・分離型の運動
スペースで運動させる場合

①１頭あたりの最低面積を積み上げる

②複数飼いの必ず確保しなければならない面積を算出（最も体長が長い個体の分離型の6倍）

③いずれか広い方が必要面積

例題）チワワ（体長２０㎝）１頭とトイプードル（体長３０㎝）１頭と

ラブラドール・レトリーバー（体長６０㎝）１頭で同時使用するための運動スペースの必要面積は？

60×2×60×1.5×6
＝64800cm²

② 最も体長が長い個体（ラブラドール・レトリーバー）

の分離型の６倍

①複数飼いで１頭あたりに必要な最低面積は分離型の３倍

20×2×20×1.5×3＝3600cm²

30×2×30×1.5×3＝8100cm²

60×2×60×1.5×3＝32400cm²

チワワ（体長２０㎝）

ラブラドール・レトリーバー（体長６０㎝）

トイ・プードル（体長３０㎝）

４４,１００cm²

合計

③ ①より②が広いので、この組み
合わせで必要面積はラブラドール
の分離型の面積の６倍

必要面積

６４,８００㎝2 （６.４８㎡） 8



 ケージ等と訓練場について

□ 床に金網が使われていない（※）

□ サビ、割れ、破れ等の破損がない（※※）

ケージ等・訓練場の構造

※ すのこ、全体を覆うように金網の上にトレーを置く場合な

ど、肉球が痛まないような管理をしている場合は例外的に

基準を満たす

※※適切な補修が行われていればサビ、割れ、破れ等の破

損があるとはみなされない
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飼養保管に従事する職員１人あたりの飼養保管頭
数の上限が定められた

💡 飼養保管頭数に含まれない個体

①親と同居している子犬・子猫

②繁殖引退犬猫

② 飼養・保管に従事する従業者
の員数（員数規定）

令和３年５月末以前から業登録のあった事業所
⇒段階的な施行途中であり、令和６年６月に完全施行
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（飼養管理基準の解説と運用指針P２２）

従業員１人あたりが飼養
できる犬、猫の頭数

※上記の数は令和６年６
月からの完全施行の場合

※※犬猫を同時に飼養保
管する場合は右表参照

犬の頭数

うち繁殖犬

２０ １５

猫の頭数

うち繁殖猫

３０ ２５
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□施設に温度計と湿度計が備えられている

□寒さ、暑さにより健康に支障が生じる恐れがない

□震えや開口呼吸がない

□清潔が保たれ、飼養環境や生活環境を損なう臭いがしない

□自然光や照明により、適切な光の管理をしている

□照明を用いた猫の人為的な発情促進がない

③ 飼養・保管環境の管理
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□毎年１回以上健康診断を実施している

□繁殖個体については、雌雄ともに繁殖の適否に関

する診断を受けさせる

□健康診断の診断書を５年間保管している

□対象個体がいなくなった場合も５年間保管する

④ 動物の疾病等に係る措置

対象個体：１年以上継続して飼養を行う犬猫

対象業種：販売業、展示業、貸出し業、譲受飼養業
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←診断書の参考例
（飼養管理基準の解説と運用指針P３４）

💡犬猫の個体の年齢や基礎
疾患の有無等の健康状態に
より、必要な検査項目異なる

💡かかりつけの獣医師を確
保し、相談の上、その個体に
あった内容の健康診断を受
診しましょう

繁殖の適否
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□展示を行う際に休息できている（販売業・展示業）

□休息できる設備に自由に移動できる状態を確保しているか、展示時

間が６時間を超えるごとに、展示を行わない時間（休息時間）を設けて

いる。

□輸送後２日間の観察を行っている（販売業・貸出し業）

□飼養施設に輸送された犬猫について、輸送後２日間以上、その状態

（下痢・嘔吐・手足の麻痺等）を目視によって観察している。

※販売業においては、観察後に販売を行うこと

⑤ 動物の展示（休息）・輸送の方法
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⑥ 繁殖方法
（繁殖回数・年齢等）

生涯出産回数 交配時の年齢（メス）

犬 ６回まで
６歳以下

※７歳に達した時点で生涯出産回数が６回未満である
ことを証明できる場合は、交配時の年齢は７歳以下

猫
６歳以下

※７歳に達した時点で生涯出産回数が１０回未満であ
ることを証明できる場合は、交配時の年齢は７歳以下

💡 生涯出産回数の証明方法

繁殖実施状況記録台帳に出産回数を正確に記録していること

（台帳は５年間保管）

⑥ 繁殖方法
（繁殖回数・年齢等）
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犬猫の飼養管理基準
の詳しい内容はこちら

環境省 飼養管理基準 検索
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①犬猫等販売業者へのＭＣの装着、情報登録の義務化

※犬猫販売業者以外については、装着は努力義務

②ＭＣを装着した犬猫を譲り受けた者については、変更登録の義務化

③狂犬病予防法に基づく犬の登録の特例

◇ＭＣ装着に伴う犬の情報登録時には、求めにより市町村長に通知

◇装着されたＭＣは、狂犬病予防法上の鑑札とみなす

④環境大臣による指定登録機関（（公社）日本獣医師会）の指定

◇環境大臣が指定する者に、登録等の業務を行わせることができる

マイクロチップの装着等の義務化

狂犬病予防注射済票は装着義務あり

求めをしている県内の
市町村数：１１（R６.１現在）

令和４年６月１日～
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犬と猫のマイクロチップ情報登録

検索

環境省 マイクロチップ制度

【犬と猫のマイクロチッ
プ情報登録】
環境省指定登録機関

検索

【マイクロチップ制度に
ついて】

環境省HP
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（既存施設は経過措
置期間）　※２

既存施設の適用

第一種、第二種

段階的適用

犬（うち繁殖犬）/猫（うち繁殖猫） 犬（うち繁殖犬）/猫（うち繁殖猫）

30頭(25頭) / 40頭(35頭) 25頭(20頭) / 35頭(30頭)

段階的適用 既存施設の完全適用

犬（うち繁殖犬）/猫（うち繁殖猫） 犬（うち繁殖犬）/猫（うち繁殖猫） 犬（うち繁殖犬）/猫（うち繁殖猫）

30頭(25頭) / 40頭(35頭) 25頭(20頭) / 35頭(30頭) 20頭 (15頭) / 30頭 (25頭)

下記以外

メスの交配年
齢、出産回数

R4.6.1施行
マイクロチップ装着義務

※１　R2.5.31以前に登録した事業所
※２　R3.5.31以前に登録した事業所
※３　犬猫販売業者は、その繁殖を行った犬又は猫であって出生後56日を経過しないものについて、販売または販売の様に供するために引渡又は展示をしてはならない。
　　　ただし、文化財保護法第109条第1項の規定により天然記念物として指定された犬（以下、指定犬とする）の繁殖を行う犬猫販売業者が、犬猫販売業者以外の者に指定犬を販売する場合は
　　　引き続き、49日規定が適用される。（指定犬 ： 秋田犬、甲斐犬、紀州犬、柴犬、北海道犬、四国犬）

R3.6.1施行
飼養管理基準
（基準省令）

　適用

　適用

56日規制（49日→56日）（※３）

第二種

新規施設は適用

（既存施設は経過措
置期間）※２

　既存施設の完全適用

犬（うち繁殖犬）/猫（うち繁殖猫）

20頭 (15頭) / 30頭 (25頭)

（既存施設は経過措置期間）※２

　適用

繁殖

　適用

　適用

マイクロチップ装着 　適用

その他

疾病措置

展示・輸送

R3.4.1時点

R2.6.1
全般

第一種動物取扱業
責任者要件

　
新規施設は適用

（既存施設は経過措置期間）※１ 既存施設の完全適用

　【動物愛護管理法(基準省令含む)の施行・適用タイミング】

飼養施設

環境管理

新規施設は適用

従
業
員
の
員
数

第一種

R2.6.1 R3.6.1 R4.6.1 R5.6 R6.6 R7.6

現在
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営業上の留意事項
～帳簿作成・届出等～



各種記録台帳の記載及び保管

法：動物の愛護及び管理に関する法律                 
施行規則：動物の愛護及び管理に関する法律施行規則 
基準省令：第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令 

各 種 記 録 台 帳 等 下表の区分に従って、記録台帳等を調製し、それぞれ５年間保管する必要があります。 
※ ウの届出については、毎年度管轄保健所に提出。 

記録台帳等 様式 記録事項等 販売 保管 貸出し 訓練 展示 競りあっせん 譲受飼養 

ア 飼養施設及び動物の 
   点検状況記録台帳 
（基準省令第２条第１号イ・

第７号ム関係） 

参考様式第 9 
（該当事項がすべて記

載されているものであ

れば任意様式でも可） 

  
・飼養施設の清掃、消毒及び保守点検の実施状況 
・動物の数及び状態の確認の実施状況 
 
※１日１回以上、巡回・確認して記録し５年間保管 

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 

イ 動物に関する帳簿 
 
（法第 21条の５第１項関係） 

（任意様式） 
犬猫 

 
・施行規則第 10条の２第１項規定の事項 
 
※個体ごとに帳簿を記載し５年間保管 

※※１年以上継続して飼養を行う犬・猫については、毎年１回

以上獣医師による健康診断(繁殖に供する場合にあっては、繁

殖の適否に関する診断を含む。)を受けさせ、その結果を記載し

た診断書を五年間保存（基準省令第２条第４号ハ関係） 

〇  〇  〇  〇 

（任意様式） 
犬猫以外 

 
・施行規則第 10条の２第１項規定の事項 

 
※所有または占有した日及び品種ごとに帳簿を記載し５年間保管 

〇  〇  〇  〇 

ウ 動物に関する届出 
（法第 21条の５第２項・施行

規則第 10条の３各項関係） 

様式第 11の２ 
 
 

 
・法第 21条の５第２項規定の事項 

 
※毎年度、管轄保健所へ提出 

〇  〇  〇  〇 

エ 繁殖実施状況記録台
帳 
 
（基準省令第２条第６号ハ・

チ関係） 

参考様式第 10※２ 
（該当事項がすべて記

載されているものであ

れば任意様式でも可） 

 
・動物の繁殖の実施状況 

 
※犬・猫を繁殖させて、帝王切開を行う場合にあっては、獣医師に行わ

せるとともに、出生証明書並びに母体の状態及び今後の繁殖の適否に

関する診断書の交付を受け、これらと台帳も五年間保存 

〇  〇  〇   

オ 取引状況記録台帳 
 
（基準省令第２条第７号エ関

係） 

参考様式第 11 
（該当事項がすべて記

載されているものであ

れば任意様式でも可） 

 
・動物の仕入れ、販売等の動物の取引状況 

  （販売先に係る情報を含む。） 
 

※５年間保管 

△ 〇 △ 〇 △ 〇 △ 

〇：記録台帳の調製・保管が必要な業種、△：省略が可能な業種 
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ア.飼養施設及び動物の
点検状況記録台帳

対象⇒全業種

☑毎日実施
☑５年間保管
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① 動物の品種等の名称（犬・猫⇒所有する（または占有）する個体ごと、犬・猫以外⇒所有（または占有）する動物の種類等ごと）

② 動物の繁殖者の氏名（法人の場合は名称）及び登録番号（または所在地）

・輸入された動物であって、繁殖を行った者が明らかでない場合にあってはこの動物を輸出した者の氏名（法人の場合は名称）及び所在地

・譲渡された動物であって、繁殖を行った者が明らかでない場合にあってはこの動物を譲渡した者の氏名（法人の場合は名称）及び所在地

・捕獲された動物にあっては当該動物を捕獲した者の氏名（法人の場合は名称）、登録番号（または所在地）及びこの動物を捕獲した場所

③ 当該動物の生年月日

・輸入等をされた動物であって、生年月日が明らかでない場合にあっては、推定される生年月日及び輸入年月日等

④ 動物を所有し、又は占有するに至った日

⑤ 動物を当該動物販売業者等（自身）に販売した者（または譲渡した者）の氏名（法人の場合は名称）及び登録番号（または所在地）

⑥ 動物の販売（または引渡し）をした日

⑦ 動物の販売（または引渡し）の相手方の氏名（法人の場合は名称）及び登録番号（または所在地）

⑧ 動物の販売（または引渡し）の相手方が動物の取引に関する関係法令に違反していないことの確認状況

【販売業者のみ】

⑨ 動物の販売を行った者の氏名

⑩ 動物の販売に際しての法第二十一条の四に規定する情報提供（顧客への対面説明）及び基準省令第二条第七号ヘに掲げるこの

情報提供についての顧客による確認（署名）の実施状況

【貸出業者のみ】

⑪ 貸出業者にあっては、この動物に関して貸出先への情報提供（基準省令第二条第七号ト）の実施状況並びにこの動物の貸出しの

目的及び期間

【飼養（または保管）している間に動物が死亡した場合のみ】

⑫ 動物が死亡した日 ⑬動物の死亡原因

イ.動物に関する帳簿

必要な記載事項

対象⇒販売・貸出し・展示・譲受飼養業

☑５年間保管

24



イ.動物に関する帳簿
埼玉県資料対象⇒販売・貸出し・展示・譲受飼養業

おもて面 うら面

☑５年間保管

個体ごとに帳簿を作成

種類等ごとに帳簿作成
例）蛇とヤモリを取り扱う事業所
⇒爬虫類グループとして作成
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イ.動物に関する帳簿
【参考】犬猫を取り扱う販売業の様式

埼玉県資料対象⇒販売・貸出し・展示・譲受飼養業

☑５年間保管
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動物に関する帳簿
〈記載例〉【参考】犬猫を取り扱う販売業の様式

埼玉県資料対象⇒販売・貸出し・展示・譲受飼養業

☑５年間保管

犬
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イ.動物に関する帳簿
埼玉県資料対象⇒販売・貸出し・展示・譲受飼養業

☑５年間保管

【参考】犬猫以外を取り扱う販売業の様式
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イ.動物に関する帳簿
埼玉県資料対象⇒販売・貸出し・展示・譲受飼養業

☑５年間保管

〈記載例〉【参考】犬猫以外を取り扱う販売業の様式

鳥
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ウ.動物に関する届出
対象⇒販売・貸出し・展示・譲受飼養業

おもて面 うら面

☑令和３年６月から適用の動物種と業種
①犬猫以外の哺乳類・鳥類・は虫類
②貸出・展示・譲受飼養業

☑毎年度、報告が必要（報告期間：4/1～5/30）

毎年の届出義務
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エ.繁殖実施状況記録台帳

【帝王切開についての基準】

帝王切開は、獣医師のみが行い獣医師による出生証明書と診断書を５年間保管する

対象⇒販売・貸出し・展示業

☑５年間保管
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オ.取引状況記録台帳
対象⇒全業種（販売・貸出し・展示・譲受飼養業は省略可能）

☑５年間保管
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 動物に関する帳簿

・備え付けていない

・記載漏れ

・虚偽の記載

・５年間保管していない

帳簿・届出に関する罰則等

 定期報告届出

（動物に関する届出）

・管轄保健所へ未提出

・虚偽の届出

２０万円以下の過料
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第一種動物取扱業の各種手続き
～更新・変更等～



第一種動物取扱業者の有効期限は ５年間

＜必要なもの＞

①第一種動物取扱業登録更新申請書（様式第４）

②添付書類（登録後、変更のないものは省略可）

＋

手数料（奈良県収入証紙による納付）

１５，０００円

※奈良市内の事業所については現金での納付

（同時申請の場合、2業種目以降１業種につき１０，０００円）

更新の手続き
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①申請者・動物取扱責任者・使用人が法第１２条第１項

第１から第７号の２までに該当しないことを示す書類（欠

格要件）

②ケージ等の規模を示す平面図・立面図（犬・猫の飼養・

保管を行う場合）

③事業所・飼養施設の土地・建物について事業の実施に

必要な権限を有することを示す書類

④その他の添付書類は、変更がなければ不要

更新時の添付書類
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権限を有することを示す書類

•事業の実施にかかわる場所使用権限自認書

建物・土地が自己所有（申請者名義）の場合

•事業の実施にかかわる場所使用承諾証明書

☑以下の場合に承諾証明書が必要です

□賃貸物件

□戸建てで共有名義の場合

□分譲型マンション等（マンションの管理規約等で共有部

分の使用に制限があるため）

建物・土地が賃貸等の場合
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権限を有することを示す書類
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・２ヶ月前から更新申請が可能

・早く更新しても、有効期限が短くなることはない

販売業の更新申請が可能（事前の通知はない）

登録（販売業）

２か月
有効期間の末日

更新の時期
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有効期限の早い登録業種と同時に更新もできる

※同時申請した業種の有効期限は、早い登録業種のも
のに統一されます。

販売業の更新申請が可能

登録（販売業）

2か月 有効期間の末日

登録（保管業）

2か月 有効期間の末日

複数業種の同時申請

販売業と同時に更新申請が可能
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・管轄の保健所で登録証を発行

※郵送等の対応はしていません

・受け取った登録証はきちんと保管する

※再発行手数料 ２，０００円

登録証は標識の代わりにも出来ます

見やすい場所に掲示しておきましょう

※標識掲示義務違反あり（１０万円以下の過料）

登録証について
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登録申請事項等を変更した場合、

内容毎に以下の時期に届出が必要です

ア 変更前（あらかじめ）

イ 変更後３０日以内

変更の手続き
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①業務内容・実施方法を変更しようとする場合
→業務内容・実施方法変更届書（様式第５）

②新たに飼養施設を設置しようとする場合

→飼養施設設置届出書（様式第６）

＋飼養施設の平面図、飼養施設の付近の見取り図

＋飼養施設の土地・建物について事業の実施に必要
な

権限を有することを示す書類

③新たに犬猫等販売業を営もうとする場合

（すでに販売業の登録を有している場合のみ）
→犬猫等販売業開始届出書（様式第６の２）

※これに加え、別途必要書類が生じる場合あり

変更前（あらかじめ）の届出が必要な事項
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①氏名・名称・住所・代表者氏名

②事業所の名称・所在地

③動物取扱責任者の氏名

④主として取り扱う動物の種類及び数

⑤飼養施設の所在地・構造及び規模

⑥役員の氏名・住所

⑦事業所以外の場所において重要事項の説明をする職員

⑧事業所ごとに配置される重要事項の説明等をする職員

⑨営業時間等

⑩犬猫等健康安全計画

⑪犬猫等販売業の廃止 （犬猫等販売業のみ廃止、販売業は継続）

→第一種動物取扱業変更届書（様式第７）

変更後３０日以内の届出が必要な事項
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＜様式の入手先＞

〇管轄保健所窓口

〇県消費・生活安全課 HP

＜申請･変更の届出先＞

管轄保健所窓口

各種申請・届出様式の取得

奈良県 動物取扱業 検索
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登録内容に変更がある場合は、

まず管轄保健所に相談しましょう

届出が必要か迷ったら
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廃業後３０日以内に届出が必要

＜必要な書類＞

①廃業等届出書（様式第８）

②登録証（有効期限が残っている場合）

※登録証を紛失した場合は管轄保健所までご相談ください

廃業の手続き
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ご清聴ありがとうございました。

これからも動物愛護行政にご協力願います。
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